
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に係る Q&A 

No. 質問 回答 

1.給付金について 

1 「ひとり親世帯臨時特別給付金」とは何ですか。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯では、

子育てに対する負担の増加や収入の減少など特に大きな困難が心身等に生じているこ

とを踏まえて、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給するものです。 

2 

草加市独自のひとり親家庭等に対する給付金の支給を既に

受けています。 

この場合、今回、国が実施する臨時特別給付金の支給は受

けられませんか。 

草加市独自の給付金の支給とは別の給付金ですので、支給を受けられます。 

2.対象者について 

3 対象者はどのような人ですか。 

・18 歳を迎えた後最初の３月 31 日までの間にある児童 

・20 歳未満の障害をもっている児童等を監護等しているひとり親（養育者等を含

む。）で、次に該当する人です。 

＜基本給付＞ 

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される人（全部支給停止者は除きます。以下

「令和２年６月分児童扶養手当受給者」といいます。） 

②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止され

る人のうち、平成３０年中の収入（公的年金等の額を含む）が児童扶養手当を受給し

ている方と同じ水準となっている人（以下「公的年金給付等受給者」といいます。） 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手

当を受給している方と同じ水準となっている人（以下「家計急変者」といいます。） 

＜追加給付＞ 

①や②の人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が

減少している人 

4 給付金の支給対象者に外国人は含まれますか。 
児童扶養手当と同様、国籍にかかわらず、住民基本台帳の登録者を支給対象としてお

り、外国人であっても、給付金の支給要件を満たす場合には対象となります。 

5 
令和２年６月以降、児童扶養手当の資格を喪失した場合、

支給対象になりますか。 
基本給付・追加給付ともに支給対象になります。 
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6 
令和２年６月以降に海外に転出した場合、支給されます

か。 

支給対象者が海外に転出した場合についても、原則として支給の対象となりますが、

振込口座は原則として支給対象者名義の国内の口座に限る取扱いとしています。 

7 
大学生の子どもと中学生の子どもがいますが、第２子以降

の３万円はもらえますか？ 

第２子以降の加算の対象となるのは、以下の児童等を２人以上監護する場合です。 

・18 歳を迎えた後最初の３月 31 日までの間にある児童 

・20 歳未満の障害をもっている児童等（特別児童扶養手当を受給している） 

8 

令和２年６月分の児童扶養手当を受給しており、令和２年

６月以降に２人目の子どもが生まれたのですが、第２子以

降の３万円は支給されますか。 

令和２年６月以降に生まれた児童は、令和２年６月分の児童扶養手当の対象とならな

いため、3 万円は支給されません。 

 

9 
対象児童が令和２年６月以降に死亡した場合、給付金は支

給されますか。 

令和２年６月以降に対象児童が死亡した場合についても、 

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方 

②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止され

る方には支給されます。 

10 
支給対象者（父、母、養育者）が令和２年６月以降に死亡

した場合、給付金は支給されますか。 

支給対象者が監護していた児童に支給されます。（支給対象者が家計急変者であった

場合には、死亡前に給付金の申請を行っていた場合に限ります。） 

 11 

令和２年５月 31 日以前に児童扶養手当の認定請求を行って

いますが、認定保留中です。認定となれば給付金がもらえ

ますか。 

令和２年５月 31 日時点で児童扶養手当の認定が保留されている人で、その後、令和

２年６月分の手当について認定がなされた場合には、支給要件を満たすこととなり、

給付金が支給されます。 

 12 
これまで児童扶養手当の認定請求を行っていませんが、給

付金の対象となりますか。 

・公的年金給付等を受けているため、これまで児童扶養手当の認定請求をしておら

ず、収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入額を下回る場合には、

公的年金給付等受給者を対象とした基本給付の対象となるとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している場合には、追加給付の

対象にもなります。 

・公的年金給付等を受けていない場合には、家計急変者を対象とした給付金の支給要

件を満たす場合には、給付金の対象となります。 
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 13 
今回の給付金は、生活保護受給世帯には支給されますか。

また、生活保護の収入認定はされますか。 

基本給付は生活保護受給世帯の人にも支給され、収入認定されない取扱いとなりま

す。 

追加給付については、収入が減少した場合にはその分、保護費が増加することとなる

ため、生活保護受給世帯の人は支給対象となりません。 

なお、仮に、追加給付が支給された場合には、その全額が収入認定されることとなり

ます。 

 14 

ＤＶを理由に草加市へ避難していますが、住民票を元の住

所地から草加市に異動していません。 

現在生活している草加市子育て支援課で給付金を申請する

ことは可能ですか。 

居住実態のある草加市での申請が可能ですので、草加市子育て支援課までご相談くだ

さい。 

 

 

No. 質問 回答 

年金併給者について 

15 申請にあたって必要な書類を教えてください ①ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書（請求書）（公的年金給付等受給者

用） 

②簡易な収入額の申立書（申請者本人用）【公的年金給付等受給者】 

②-2 平成 30 年中（平成 30 年 1 月から 12 月まで）の収入がわかるもの 

★年金収入がある場合… 

年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書 

（額改定・振込通知については平成 30 年 6 月に日本年金機構から交付されたもの） 

★給与収入がある場合… 

平成 30 年 1 月から 12 月までの給与明細書、源泉徴収票、課税証明書等 

※草加市で児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の申請をしている人は、上記の

書類を省略できます 

★その他の収入（事業収入、不動産収入等）がある場合… 

平成 30 年 1 月から 12 月までのそれらの収入がわかる帳簿、確定申告書の写し等 

③（扶養義務者がいる場合）簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）【公的年金給

付等受給者】 

③-2 扶養義務者の平成 30 年中（平成 30 年 1 月から 12 月まで）の収入がわかるもの 
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④本人確認できるものの写し 

⑤申請者名義の通帳の写し 

⑥（児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の認定を受けていない人） 

・受給者と対象児童の戸籍謄本 

・障害手帳（父または母が障害の状態にある人） 

・裁判所からの保護命令書（DV 被害に関する保護命令を受けた人） 

※父母の生死が明らかでない、父母が 1 年以上児童を遺棄している、父母が 1 年以上

拘禁されている人は別途書類を提出いただく可能性がありますので、子育て支援課ま

でご連絡ください。 

16 年金証書等、公的年金を受給していることを証明する書類

を紛失しました。 

直近（平成３１年、令和２年）に支給された年金振込通知や年金額改定通知書でもご

提出いただけます。 

それらも紛失されている場合は、草加市保険年金課年金係または越谷年金事務所で再

発行のお手続きをお願い致します。 

再発行が難しい場合、子育て支援課までご相談ください。 

17 令和 2 年 6 月の時点では扶養義務者（申請者の父母、兄弟

など）と一緒に住んでいましたが、7 月に別居しました。8

月に給付金の申請をする際、扶養義務者用の簡易な収入額

の申立書は必要ですか。 

申請時点での世帯構成を基に判断します。 

今回のケースの場合、申請時点の 8 月では扶養義務者と別居していることから、扶養

義務者用の簡易な収入額の申立書は不要です。 

ただし、申請の前までは扶養義務者と同居していない場合でも、申請時点で扶養義務

者と同居している場合は、扶養義務者用の簡易な収入額の申立書が必要になります。 

家計急変者について  

 18 申請にあたって必要な書類を教えてください 

①ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）申請書（請求書）（家計急変者用） 

②簡易な収入見込額の申立書（申請者本人用）【家計急変者】 

②-2 令和 2 年 2 月以降の任意の 1 か月の収入額が分かるもの 

※１か月の収入が０円の場合、別途申立書をご提出ください。 

★年金収入がある場合… 

年金証書、年金額改定通知書、年金振込通知書（直近で交付されたもの） 

★給与収入がある場合… 

令和 2 年 2 月以降の 1 か月の収入が分かるもの 

給与明細書（令和 2 年 2 月以降の任意の 1 か月）等 

※2 月に発行された給与明細書で、1 月分の給与が記載されているものは不可 
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※ご離婚などが直近の場合、離婚した翌月以降に発行された給与明細書等を提出して

ください 

★その他の収入（事業収入、不動産収入等）がある場合… 

それらの収入がわかる帳簿等 

③（扶養義務者がいる場合）簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）【家計急

変者用】 

③-2（扶養義務者がいる場合）扶養義務者の令和 2 年 2 月以降の 1 か月の収入が分か

るもの（提出物は上記②-2 と同じ） 

※申請者と月を揃えてください。難しい場合、月が別々でも差し支えありません。 

④本人確認できるものの写し 

⑤申請者名義の通帳の写し 

⑥（児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の認定を受けていない人） 

・受給者と対象児童の戸籍謄本 

・障害手帳（父または母が障害の状態にある人） 

・裁判所からの保護命令書（DV 被害に関する保護命令を受けた人） 

※父母の生死が明らかでない、父母が 1 年以上対象児童を遺棄している、父母が 1 年

以上拘禁されている人は別途書類を提出いただく可能性がありますので、子育て支援

課までご連絡ください。 

 19 令和 2 年 6 月以降に離婚した場合は対象になりますか。 

令和 2 年 6 月以降に離婚した場合でも、児童扶養手当の支給要件を満たしていれば申

請できます。その場合の収入見込については、児童扶養手当の支給要件を満たした月

（離婚した月）の翌月以降の任意の 1 か月の収入を見ることになります。 

 20 
新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変したかどう

かは、どのように確認するのですか。 

令和２年２月以降で、ひとり親（養育者等を含む。）であった時期の任意の１か月の

収入額について、12 か月換算した収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等

の収入額未満となれば支給対象となります。 

 21 
児童扶養手当受給者の収入は減少していませんが、扶養義

務者の収入が減少した場合でも家計急変といえますか。 

消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも、12 か月換算し

た収入見込額が児童扶養手当の支給制限限度額と同等の収入額未満となれば支給対象

となります。 

申請書と併せて、該当する扶養義務者の方の収入申立書を提出してください。 

 22 
家計急変者対象の給付金の場合、扶養義務者や扶養親族の

数はいつ時点で判断するのですか。 
申請時点です。 
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 23 

令和２年１月分の給与が令和２年２月に支払われた場合

に、２月に支払われた給与で家計急変の判定を行ってもら

えますか。 

令和２年１月分の給与は判定基準にはなりません。 

 24 
申請者と扶養義務者の収入は同じ月の収入で判断するので

すか。 

基本的には同じ月で判定しますが、特段の事情があれば、それぞれ別の月を設定して

判定することも可能です。 

 25 収入とは具体的にはどのような収入を指しますか。 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入、養育費となります。 

 26 
賞与や持続化給付金などの臨時的な収入は、給付金支給要

件の判定に含まれますか。 
含まれません。 

4.追加給付の申請について 

 27 

追加給付について、児童扶養手当受給者の収入には変動が

ないが、扶養義務者の収入が減少した場合は対象となりま

すか。 

消費生活上の家計が同一である扶養義務者の収入が減少した場合でも対象になりま

す。 

 28 

令和２年６月分児童扶養手当受給者を対象とした追加給付

は、令和２年６月以降に結婚した場合、支給対象となりま

すか。 

追加給付については、基本給付の支給要件を満たす者を対象に、「新型コロナウイル

ス感染症の影響により、収入が大きく減少した」旨の申し出に基づき支給することと

なりますので、令和２年６月以降に児童扶養手当の受給資格を喪失した場合であって

も支給されます。 

 29 

令和２年６月分児童扶養手当受給者を対象とした追加給付

は、令和２年６月以降に第１子が産まれた場合、支給対象

となりますか。 

追加給付については、基本給付の支給要件を満たす者を対象に、「新型コロナウイル

ス感染症の影響により、収入が大きく減少した」旨の申し出に基づき支給することと

なりますので、令和２年６月分の児童扶養手当の受給資格がない場合には支給対象に

はなりません。 
 

 

No. 質問 回答 

5.手続きについて 

 30 支給を受けるにあたって、申請は必要ですか。 
・令和２年６月分児童扶養手当受給者対象の基本給付は申請不要です。 

・それ以外の方の基本給付と、追加給付については申請が必要です。 

 31 
令和２年６月分児童扶養手当受給者対象の基本給付の支給

を希望しない場合、手続きは必要ですか。 
支給を希望しない場合は、草加市子育て支援課までご連絡ください。 
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 32 申請書はどこでもらえますか。 

草加市ホームページ等で入手できます。 

ご不明な場合、申請書がダウンロードできない場合は、草加市子育て支援課までお問

合せください。 

 33 給付金は、どのように支給されますか。 

令和２年６月分児童扶養手当受給者を対象とした基本給付については、申請は不要

で、児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。口座の変更等が必要の場合

は変更届書をご提出ください。 

それ以外の給付の支給は、申請後、申請書に記載の口座に振り込まれます。 

 34 いつ頃支給されますか。 

令和２年６月分児童扶養手当受給者の方対象の給付金は、８月 31 日（月）に振込予定

です。 

これらの人への追加給付や、公的年金等受給者、家計急変者に該当する人が対象の給

付金は、申請後順次支給されます。 

 35 
銀行口座を持っていないのですが、給付金はもらえません

か。 

やむを得ない事情により口座振込による給付金の受給が難しい場合には、窓口での現

金支給等の方法で受給することが可能です。草加市子育て支援課にご相談ください。 

 36 振込口座はゆうちょ銀行も可能ですか。 可能です。 

 37 申請期限はいつまでですか。 令和 3 年（2021 年）2 月 28 日が申請期限です（消印有効） 

 38 窓口での申請ができますか。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、原則として草加市子育て支援課窓口での

受付はしません。 

窓口での申請を希望される人は、事前に草加市子育て支援課まで来庁予約の連絡をお

願い致します。 
 

39 
草加市から引っ越した場合、給付金の手続はどうなります

か。 

令和２年６月分の児童扶養手当受給者は、住所変更届に基づき市区町村間の移管の手

続きを行うこととなりますので、５月 31 日までに引っ越した場合は、引っ越し先の

市区町村で給付等の事務を行うこととなります。 

公的年金等受給者の人も、同様に引っ越し先の市区町村で事務を行うこととなりま

す。 

家計急変者に該当する人は、申請時点の市区町村で事務を行うこととなります。 
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令和２年６月時点で児童と別居しており、別居監護で児童

扶養手当を受給しています。児童の住所地か受給者の住所

地かどちらで申請を行えばよいですか。 

受給者の住所地で申請ください。 

41 申請書の送付先はどこですか 
〒340-8550 草加市高砂 1-1-1 草加市役所子育て支援課 手当・給付係宛てに送付し

てください。 

 42 戸籍謄本はどこで取得できますか 本籍地の市役所で取得してください。 

 43 本人確認書類はどのようなものが対象ですか。 

顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険被

保険者証、障害者手帳、受給者証（生活保護受給世帯の人）、在留カード 

※いずれも有効期限内のものをご用意ください 

 44 
市役所で転入手続は行なったのですが、運転免許証の住所

を変更していない場合、どうしたら良いですか。 

運転免許証の住所変更は警察署で行なうことができます。 

時間がない場合などは、健康保険証など、運転免許証以外の本人確認書類を添付して

ください。 

 45 
扶養義務者については、誰のことを記入したら良いです

か。 

申請者と同じ住所地に住んでいる（同住所別世帯も含まれます）申請者の配偶者、3

親等以内の直系血族（両親、祖父母、子、孫など）兄弟姉妹を「扶養義務者」と定義

しています。 

申請者と同じ住所地に扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入も確認する必要があ

ります。 

もし、扶養義務者が複数人いる場合、申請書には全員の氏名を記入していただきます

が、収入についての申立書については、扶養義務者全員分をご提出ください。 

 

 46 

収入で計算すると、給付金の支給制限限度額を上回りま

す。 

控除された後の金額であれば給付金の支給制限限度額を下

回る見込なので、控除後の金額である所得で計算すること

はできますか。 

申請者に不利益が生じないよう、所得で計算することも可能です。 

収入ではなく所得で審査を希望される場合は、次の申請書をダウンロードしていただ

き、申請をお願い致します。または、子育て支援課までご連絡ください。 

※控除額については、次の控除のみ適用となります。 

・雑損控除 

・医療費控除 

・小規模企業共済等掛金控除 

・障害者控除【一律 27 万円】 

・特別障害者控除【一律 40 万円】 

・寡夫もしくは寡婦控除（申請者が児童の父母の場合を除く）【一律 27 万円】 

・特別寡婦控除（申請者が児童の母の場合を除く）【一律 35 万円】 
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・勤労学生控除【一律 27 万円】 

その他、純損失の繰越控除などがある場合にも記入いただけます。 

なお、社会保険控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、配偶者控除、

扶養控除、基礎控除については控除として適用できません。 

７.給付について 

 47 給付金が振り込まれたことを確認する方法はありますか。 振込日の 1 週間程前に、申請者宛てに支給決定通知（ハガキ）を郵送します。 

 48 申請してからどのくらいで振り込まれますか。 申請受付後、3～4 週間程度振込までにお時間をいただいています。 

 49 申請者以外の口座に振り込むことはできますか。 申請者名義の口座へのみ振り込むことができます。 

 50 口座への振込名はどういったものになりますか。 「ソウカシヒトリオヤセタイリンジキュウフキン」となります。 

８．その他 

 51 この給付金は行政不服審査の対象になりますか。 
この給付金の法的性格は贈与契約であり、行政処分ではありませんので、不服申立等

の対象にはなりません。 

 52 この給付金は課税の対象になりますか。 所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。 

 53 この給付金は差押えの対象になりますか。 差押えの対象にはなりません。 

 


